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記入日） 平成 年 月 日
氏名）

●子どもの預け先、送り迎えの状況（不足する場合は行を追加してください）

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

　　・基本的に看病する人（該当するものに○）自分 ・ 家族 ・ 親 ・ 病児（病後児）保育施設 ・ シッター ・ その他 （ ）

　　・自分が早退して迎えに行く必要（いずれかに○）いつも ・ 時々 ・ ほとんどない ・ その他 （ ）

●子どもの送り迎えなどのため、利用する必要がある制度（該当するものに○）

●出勤、退庁の時刻等

：

●緊急の業務が生じた場合（対応の可、不可について該当するものに○）

●配偶者の状況

●その他（上記のほかに、職場で配慮が必要なことや知っておいてほしいこと等）

育児シート

・休日出勤 可・時々可・不可

あらかじめ認識しておいてもらいたい事情（「配偶者の業務の関係で、突発的/定期的に、時間的制約が起こりうる」等）

・始業前出勤 可・時々可・不可

「時々可」を
選択した場
合は具体的

に記載

・Ａを超える残業 可・時々可・不可

・演習・宿直等宿泊を伴う勤務 可・時々可・不可

即応できるまでの所要時間 時間 分
※その他（上記の様式に当てはまらなかっ
た場合もこちらに記載）

出勤する時刻 退庁する時刻（Ａ） ：

※子どもが病気になった場合

※その他（上記の様式に当てはまらなかった場合もこちらに記載）

　　　　　早出遅出勤務　　　　　　　　　　　　　　育児短時間勤務（自衛官は除く）　　　　　　　　　　　フレックスタイム（育児を行う職員の特例）
　　　　　保育時間　　　　　　　　　　　　　　　　　超過勤務の制限（自衛官は除く）　　　　　　　　　　　休憩時間の短縮
　　　　　育児時間　　　　　　　　　　　　　　　　　超過勤務の免除（自衛官は除く）　　　　　　　　　　　　　　　なし

月・火・水・木・金

③
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

歳 ②
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

第
 
 
 

子

男
 
・
 

女

①
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

第
 
 
 

子

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

男
 
・
 

女

①
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

③
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

年齢
性
別

預け先
（該当する預け先に○）

預ける曜日
（該当する
曜日に○）

預ける時間
自身が送り迎えをする曜日

（該当する曜日に○）
預け先住所・

電話番号
送り 迎え

月・火・水・木・金

歳 ②
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金

月・火・水・木・金



記入日） 平成 年 月 日
氏名）

●子どもの預け先、送り迎えの状況（不足する場合は行を追加してください）

8 ： 30

シッター・家族・親・その他（ ） ～ 19 ： 00

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

：

シッター・家族・親・その他（ ） ～ ：

　　・基本的に看病する人（該当するものに○）自分 ・ 家族 ・ 親 ・ 病児（病後児）保育施設 ・ シッター ・ その他 （ ）

　　・自分が早退して迎えに行く必要（いずれかに○）いつも ・ 時々 ・ ほとんどない ・ その他 （ ）

●子どもの送り迎えなどのため、利用する必要がある制度（該当するものに○）

●出勤、退庁の時刻等

：

●緊急の業務が生じた場合（対応の可、不可について該当するものに○）

●配偶者の状況

●その他（上記のほかに、職場で配慮が必要なことや知っておいてほしいこと等）

配偶者が代わりに送迎できる日で
あれば可能

・休日出勤 可・時々可・不可 同上

あらかじめ認識しておいてもらいたい事情（「配偶者の業務の関係で、突発的/定期的に、時間的制約が起こりうる」等）

配偶者が定期的に出張することがあり、出張中は自分が保育所に迎えに行く必要があります。

・始業前出勤 可・時々可・不可

「時々可」を
選択した場
合は具体的

に記載

・Ａを超える残業 可・時々可・不可

・演習・宿直等宿泊を伴う勤務 可・時々可・不可

即応できるまでの所要時間 時間 50 分
※その他（上記の様式に当てはまらなかっ
た場合もこちらに記載）

15出勤する時刻 9 30 退庁する時刻（Ａ） 18 ：

※子どもが病気になった場合

※その他（上記の様式に当てはまらなかった場合もこちらに記載）

　　　　　早出遅出勤務　　　　　　　　　　　　　　育児短時間勤務（自衛官は除く）　　　　　　　　　　　フレックスタイム（育児を行う職員の特例）
　　　　　保育時間　　　　　　　　　　　　　　　　　超過勤務の制限（自衛官は除く）　　　　　　　　　　　休憩時間の短縮
　　　　　育児時間　　　　　　　　　　　　　　　　　超過勤務の免除（自衛官は除く）　　　　　　　　　　　　　　　なし

月・火・水・木・金

③
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

歳 ②
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

第
 
 
 

子

男
 
・
 

女

①
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

第
 
1
 

子

月・火・水・木・金
○○保育園

東京都△△区△△－△
03-○○○○-○○○○

1 歳 ②
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

男
 
・
 

女

①
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

③
保育所・保育ママ・ファミサポ・幼稚園・

月・火・水・木・金 月・火・水・木・金 月・火・水・木・金

育児シート
29 9 8

年齢
性
別

預け先
（該当する預け先に○）

預ける曜日
（該当する
曜日に○）

預ける時間
自身が送り迎えをする曜日

（該当する曜日に○）
預け先住所・

電話番号
送り 迎え



平成 年 月 日

＜STEP １＞ 出産（予定）日を記入してください。

出産（予定）日

＜STEP ２＞ 利用できる両立支援制度の取得対象、取得可能期間、日数等を確認してください。
（以下の日付は、出産（予定）日＝入院日としています。）

給与影響あり

《育児プランシート》

所　属　・　官　職

氏　　名 性　　別

出産予定日
前１４週間

出産予定日
前６週間

出産

出産後2週間

出産後8週間

スケジュール 女性のみ 男性のみ 男女共通

妊娠

１歳

２歳

３歳

小学校就学前

小学校修了まで

※出産した女性は産後休暇終了後からの取得となります

通
勤
緩
和
の
た
め
の
特
別
休
暇

妊
産
婦
の
保
健
指
導
及
び
健
康
診
査
の
た
め
の
特
別
休
暇

産
前
休
暇⇒

(

出
産)

⇒

産
後
休
暇

配
偶
者
の
出
産
特
別
休
暇( 

２
日)

育
児
参
加
の
た
め
の
特
別
休
暇( 

５
日)

保
育
時
間
確
保
の
た
め
の
特
別
休
暇( 

１
日
２
回
そ
れ
ぞ
れ
30
分
以
内)

早
出
遅
出
勤
務

休
憩
時
間
の
短
縮

超
過
勤
務
の
制
限
（自
衛
官
を
除
く
）

超
過
勤
務
の
免
除
（自
衛
官
を
除
く
）

超
過
勤
務
の
制
限
及
び
免
除
（自
衛
官
を
除
く
）

妊
娠
中
の
休
息
な
ど
の
た
め
の
特
別
休
暇

育
児
休
業(

産
後
パ
パ
育
休
制
度
も
あ
り
ま
す

)

育
児
時
間( 

１
日
２
時
間
以
内
、
30
分
単
位

)

育
児
短
時
間
勤
務
（自
衛
官
を
除
く
）

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制( 

育
児
を
行
う
職
員
の
特
例)

－3－



取得希望、取得希望期間を記入してください。

取得希望

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

～

から

まで ～

～

～

～

～

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

妊娠 出産 １歳 ３歳 小学校
就学前

小学校
修了まで

※制度の詳細については、「防衛省職員のための両立支援ハンドブック」等をご参照ください。

育児プラン

取得希望期間 取得できる期間 制度の概要等 請求

＜STEP ３＞

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体
又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合に与えられる休
暇
・正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて１時間を超えない
範囲

休暇簿
（特別休暇用）

（妊娠中の期間）

《自衛官を除く》
妊産婦である女性職員の超過勤務を制限及び免除する制度

超過勤務制限
請求書

（妊娠中から出産後１年以内）

妊産婦の保
健指導及び
健康診査の
ための特別
休暇

　

妊娠
妊産婦である女性職員が健康診査及び保健指導の受診のために与
えられる休暇
・妊娠満23週まで→４週間に１回
・妊娠満24週から満35週まで→２週間に１回
・妊娠満36週から出産まで→１週間に１回
・産後１年間→その間に１回

超過勤務の
制限及び免
除

　
妊娠

休暇簿
（特別休暇用）

（妊娠中から出産後１年以内）

【産前休暇】６週間以内（多胎妊娠の場合には14週間）に出産予定の
女性職員に与えられる休暇
　　産前６週間（多胎妊娠の場合には14週間）前から出産の日まで
【産後休暇】出産した女性職員に与えられる休暇
　　出産の翌日から８週間

休暇簿
（特別休暇用）

（予定日前6週間から産後8週間まで）

妊娠
妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持のため、適宜休息し、
又は補食するために必要な期間与えられる休暇

休暇簿
（特別休暇用）

（妊娠中の期間）

（予定日前14週間から産後8週間まで）

男
性
の
み

配偶者の出
産特別休暇

２
日

以
内

産前休暇
産後休暇

女
性
の
み

妊娠中の休
息などのため
の特別休暇

通勤緩和の
ための特別
休暇

妊娠

《自衛官を除く》
３歳に達するまでの子を養育する職員の超過勤務を免除する制度

妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う男性職員に与えられる休暇
妻が出産のため入院する等の日から出産の日後2週間を経過するま
で　２日以内　（日又は時間単位）

休暇簿
（特別休暇用）

（入院等の日から産後2週間まで）

育児参加の
ための特別
休暇

５
日
以
内

妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に
達するまでの子を養育する男性職員に与えられる休暇
【１人目の子】生まれた子への授乳や付添いなど
【２人目以上】上記プラス上の子（小学校就学前）の保育所送迎など
　　（多胎妊娠の場合は予定日前14週から）
　５日以内　（日又は時間単位）

休暇簿
（特別休暇用）

1人目：出産後から産後8週間まで

2人目：予定日前6週間から産後8週間まで

2人目：予定日前14週間から産後8週間まで

（子が3歳になるまで）

休憩時間の
短縮

超過勤務の
免除

育児休業承認
請求書

（子が3歳になるまで）

育児短時間
勤務

《自衛官を除く》
子を養育するため、週38時間45分より短い勤務時間で勤務することを
認める制度
・1日３時間55分/週５日（１週19時間35分）
・1日４時間55分/週５日（１週24時間35分）
・1日７時間45分/週３日（１週23時間15分）
・1日３時間55分/週１日及び1日７時間45分/週２日（１週19時間25分）
等

育児短時間勤
務承認請求書

（小学校就学の始期に達するまで）

育児休業
子を養育するため、一定期間休業することを認める制度
・育児休業の期間の延長は、原則一回に限る

早出遅出勤務

休暇簿
（特別休暇用）

（子が1歳になるまで）

フレックスタ
イム制（育児
を行う職員
の特例）

公務の運営に支障がないと認める場合に、職員の申告を経て勤務時
間を割り振ることができる制度
小学校に就学している子を養育する職員は、１日の最短勤務時間を４
時間にしたり、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることもできる

様式なし

保育時間確
保のための
特別休暇

生後１年未満の子を養育する職員が授乳や託児所等への送迎を行う
場合に与えられる休暇
・授乳や託児所等への送迎を行う場合
　１日２回それぞれ30分以内

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員、放課後児童ク
ラブ等に通う小学校に就学している子を迎え又は送りに行く職員に、始
業・終業時刻を変更して勤務することを認める制度
・始業時刻は午前７時以降、終業時刻は午後10時以前に設定

《自衛官を除く》
月/24時間、かつ、年/150時間を超えて、超過勤務をしないことができ
る。

超過勤務制限
請求書

（小学校就学の始期に達するまで）

育児時間承認
請求書

（小学校修了まで）

子を養育するため、１日の勤務時間の一部を勤務しないことを認める
制度
・始業時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した、1日２時間を超
えない範囲内（30分単位）

超過勤務制限
請求書

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員、放課後児童ク
ラブ等に通う小学校に就学している子を迎え又は送りに行く職員に、休
憩時間を短縮することを認める制度
・休憩時間が60分の場合→45分又は30分、休憩時間が45分の場合→
30分に短縮することが可能

様式なし

（小学校修了まで）

【参考】妊娠・出産・育児スケジュール

男
女
共
通

（小学校就学の始期に達するまで）
育児時間

早出遅出勤務
請求書

（小学校修了まで）

超過勤務の
制限

－4－



【入力例】

平成 年 月 日

《育児プランシート》

所　属　・　官　職

氏　　名 性　　別

＜STEP １＞ 出産（予定）日を記入してください。

出産（予定）日 H30.1.30

＜STEP ２＞ 利用できる両立支援制度の取得対象、取得可能期間、日数等を確認してください。
（以下の日付は、出産（予定）日＝入院日としています。）

H29.10.25

H29.12.20

H30.1.30

H30.2.13

H30.3.27

H31.1.29

H32.1.29

H33.1.29

H36.3.31

給与影響あり

H42.3.31

氏　　名 性　　別

出産予定日
前１４週間

出産予定日
前６週間

出産

出産後2週間

出産後8週間

スケジュール 女性のみ 男性のみ 男女共通

妊娠

１歳

２歳

３歳

小学校就学前

小学校修了まで

※出産した女性は産後休暇終了後からの取得となります

通
勤
緩
和
の
た
め
の
特
別
休
暇

妊
産
婦
の
保
健
指
導
及
び
健
康
診
査
の
た
め
の
特
別
休
暇

産
前
休
暇⇒

(

出
産)

⇒

産
後
休
暇

配
偶
者
の
出
産
特
別
休
暇( 

２
日)

育
児
参
加
の
た
め
の
特
別
休
暇( 

５
日)

保
育
時
間
確
保
の
た
め
の
特
別
休
暇( 

１
日
２
回
そ
れ
ぞ
れ
30
分
以
内)

早
出
遅
出
勤
務

休
憩
時
間
の
短
縮

超
過
勤
務
の
制
限
（自
衛
官
を
除
く
）

超
過
勤
務
の
免
除
（自
衛
官
を
除
く
）

超
過
勤
務
の
制
限
及
び
免
除
（自
衛
官
を
除
く
）

妊
娠
中
の
休
息
な
ど
の
た
め
の
特
別
休
暇

育
児
休
業(

産
後
パ
パ
育
休
制
度
も
あ
り
ま
す

)

育
児
時
間( 

１
日
２
時
間
以
内
、
30
分
単
位

)

育
児
短
時
間
勤
務
（自
衛
官
を
除
く
）

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制( 

育
児
を
行
う
職
員
の
特
例)
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【入力例】

取得希望、取得希望期間を記入してください。

取得希望

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

～

から

まで ～

～

～

～

～

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

から ～

まで

妊娠 出産 １歳 ３歳 小学校
就学前

小学校
修了まで

※制度の詳細については、「防衛省職員のための両立支援ハンドブック」等をご参照ください。

育児プラン

取得希望期間 取得できる期間 制度の概要等 請求

＜STEP ３＞

通勤緩和の
ための特別
休暇

《自衛官を除く》
妊産婦である女性職員の超過勤務を制限及び免除する制度

超過勤務制限
請求書

（妊娠中から出産後１年以内）

妊産婦の保
健指導及び
健康診査の
ための特別
休暇

　

妊娠 H31.1.29
妊産婦である女性職員が健康診査及び保健指導の受診のために与
えられる休暇
・妊娠満23週まで→４週間に１回
・妊娠満24週から満35週まで→２週間に１回
・妊娠満36週から出産まで→１週間に１回
・産後１年間→その間に１回

超過勤務の
制限及び免
除

　
妊娠 H31.1.29

H30.3.27

（予定日前14週間から産後8週間まで）

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体
又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合に与えられる休
暇
・正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日を通じて１時間を超えない
範囲

休暇簿
（特別休暇用）

（妊娠中の期間）

休暇簿
（特別休暇用）

（妊娠中から出産後１年以内）

H30.1.29妊娠

男
性
の
み

配偶者の出
産特別休暇

H30.1.30 H30.2.13

休暇簿
（特別休暇用）

（妊娠中の期間）

産前休暇
産後休暇

H29.12.20 H30.3.27
【産前休暇】６週間以内（多胎妊娠の場合には14週間）に出産予定の
女性職員に与えられる休暇
　　産前６週間（多胎妊娠の場合には14週間）前から出産の日まで
【産後休暇】出産した女性職員に与えられる休暇
　　出産の翌日から８週間

休暇簿
（特別休暇用）

妊娠中の休
息などのため
の特別休暇

妊娠 H30.1.29
妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持のため、適宜休息し、
又は補食するために必要な期間与えられる休暇

（予定日前6週間から産後8週間まで）

H29.10.25

（小学校就学の始期に達するまで）

妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う男性職員に与えられる休暇
妻が出産のため入院する等の日から出産の日後2週間を経過するま
で　２日以内　（日又は時間単位）

休暇簿
（特別休暇用）

（入院等の日から産後2週間まで）

育児参加の
ための特別
休暇

H30.1.30 H30.3.27

妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に
達するまでの子を養育する男性職員に与えられる休暇
【１人目の子】生まれた子への授乳や付添いなど
【２人目以上】上記プラス上の子（小学校就学前）の保育所送迎など
　　（多胎妊娠の場合は予定日前14週から）
　５日以内　（日又は時間単位）

休暇簿
（特別休暇用）

1人目：出産後から産後8週間まで

H29.12.20 H30.3.27

2人目：予定日前6週間から産後8週間まで

H29.10.25 H30.3.27

2人目：予定日前14週間から産後8週間まで

２
日

以
内

５
日
以
内

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員、放課後児童ク
ラブ等に通う小学校に就学している子を迎え又は送りに行く職員に、始
業・終業時刻を変更して勤務することを認める制度
・始業時刻は午前７時以降、終業時刻は午後10時以前に設定

育児時間
H30.1.30 H36.3.31 子を養育するため、１日の勤務時間の一部を勤務しないことを認める

制度
・始業時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した、1日２時間を超
えない範囲内（30分単位）

育児時間承認
請求書

子を養育するため、一定期間休業することを認める制度
・育児休業の期間の延長は、原則一回に限る

育児休業承認
請求書

（子が3歳になるまで）

育児短時間
勤務

H30.1.30 H36.3.31
《自衛官を除く》
子を養育するため、週38時間45分より短い勤務時間で勤務することを
認める制度
・1日３時間55分/週５日（１週19時間35分）
・1日４時間55分/週５日（１週24時間35分）
・1日７時間45分/週３日（１週23時間15分）
・1日３時間55分/週１日及び1日７時間45分/週２日（１週19時間25分）
等

育児休業
H30.1.30 H33.1.29

早出遅出勤務

H30.1.30 H42.3.31

フレックスタ
イム制（育児
を行う職員
の特例）

H30.1.30 H42.3.31

超過勤務の
制限

H30.1.30 H36.3.31 《自衛官を除く》
月/24時間、かつ、年/150時間を超えて、超過勤務をしないことができ
る。

超過勤務制限
請求書

（小学校就学の始期に達するまで）

H30.1.30 H33.1.29
《自衛官を除く》
３歳に達するまでの子を養育する職員の超過勤務を免除する制度

超過勤務制限
請求書

早出遅出勤務
請求書

（小学校修了まで）

（小学校修了まで）

H30.1.30 H31.1.29 生後１年未満の子を養育する職員が授乳や託児所等への送迎を行う
場合に与えられる休暇
・授乳や託児所等への送迎を行う場合
　１日２回それぞれ30分以内

休暇簿
（特別休暇用）

（子が1歳になるまで）

育児短時間勤
務承認請求書

（小学校就学の始期に達するまで）

公務の運営に支障がないと認める場合に、職員の申告を経て勤務時
間を割り振ることができる制度
小学校に就学している子を養育する職員は、１日の最短勤務時間を４
時間にしたり、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることもできる

様式なし

女
性
の
み

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員、放課後児童ク
ラブ等に通う小学校に就学している子を迎え又は送りに行く職員に、休
憩時間を短縮することを認める制度
・休憩時間が60分の場合→45分又は30分、休憩時間が45分の場合→
30分に短縮することが可能

様式なし

（小学校修了まで）

【参考】妊娠・出産・育児スケジュール

H30.1.30 H31.1.29 H33.1.29 H36.3.31 H42.3.31

男
女
共
通

保育時間確
保のための
特別休暇

（子が3歳になるまで）

休憩時間の
短縮

H30.1.30 H42.3.31

超過勤務の
免除

－6－


